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木城町自治公民館連絡協議会  

自治公民館活性化支援員  大  津   新  

 

木城で生きる 
木城町自治公民館連絡協議会長  杉田   博 

私は木城生まれであるが、家庭をもち住み始めたのは３５年前  

からになる。夫婦ともに町外での務めとなり、４人の子どもたち  

は、木城町の人々、特に御池地区の方々の人情の温かさに包まれ  

ながら育てていただいた。「木城に住んでよかったね」が夫婦の  

合言葉である。いただいた恩返しになればと、退職を機に公民館活動に取り組  

んでいるのだが、町民の方々との新たな出会いがあり、人柄・地域・文化等を  

広く・深く知ることとなり、逆に老後の人生を楽しませていただいている。  

 今、地域社会の核として生活にかかわる役割を果たしてきた公民館活動の課  

題は、公民館の加入者の減少、役員の担い手不足等である。これから、「自治  

公民館活性化応援支援事業」の活用を含め、「木城に住んでよかった」と思え  

るような公民館活動の新たな歩みを進め、木城で生きていきたいと思う。  

 

第 1 回役員会報告  

5 月 17 日（火）リバリス小会議室において「第 1 回役員会」を実施しました。

主な議題として（１）町民ミニバレーボール交流大会（２）各協議会等の役員に

ついて協議が行われました。  

（１）町民ミニバレーボール交流大会について  

 ・実施の方向で準備する。  

・6 月 7 日（火）監督抽選会を実施する。  

 ・実施の有無については、新型コロナウイルス  

感染状況で 6 月 17 日（金）に最終判断を行う。 

 

（２）各協議会等の役員について  

町青少年育成県民会議  指導部副部長  伊東理事  
町社会福祉協議会評議員会  評議員  

西副会長  

町生涯学習推進会議  委員  杉田会長  中竹副会長  

義務教育学校開設準備委員会  

祈念式典部会  
委員  

西副会長  
町環境美化推進委員会  

会長  杉田会長  

中竹副会長  推進員  西副会長  

学校運営協議会  委員  杉田会長  ふるさとまつり実行委員会  委員  江藤理事  

交通安全協会木城支部  理事  会長・副会長  木城町盆踊り大会実行委員会  委員  杉田会長  

町交通安全対策協議会  構成員  杉田会長  町みどり推進会議  委員  永友理事  

町国民保護協会  委員  津江理事  町 政 施 行 5 0 周 年 記 念 プ ロ ジ ェ ク ト 関 連  会員  上江洲理事  

町社会福祉協議会評理事会  理事  杉田会長  ※町高齢者保健福祉計画※  委員  杉田会長  

                          正式名称：※町高齢者保健福祉計画・介護保険策定委員会  

お忙しい中、会議への出席よろしくお願いいたします。  

地域みんなで結ぶ大きな絆 



地域担当職員研修会  

 5 月 20 日（金）活動の活性化を図るため、

新規採用４年以内の職員を対象に「地域担当

職員研修会」を実施しました。昨年度までは実

施していませんでしたが、これからの木城町

行政への大きな貢献を期待しての研修会とな

りました。まず、「地域担当職員の活動と自治

公民館活性化応援支援事業」について説明を

行いました。その後、グループワークで自治公

民館活動に関連した「町民が主役の町づくり

を進めるには？」というテーマで協議を行いました。担当している職務を含め、

それぞれの考えている意見を出し合い、とても活発な活動となりました。今回の

研修をこれからの活動に生かし、さらに活躍してもらいたいと思います。  

 

 

活動紹介（※毎回、自治公民館の活動を紹介させていただきます。）  

 新しい年に向かって！（昨年度活動から）  

 昨年 12 月 12 日（日）湯屋ヶ坂自治公民館で

は、毎年好例の「しめ縄づくり」が行われました。

一年の始まりを新たな気持ちで迎えるとともに、

地域全体の一年間の安全を祈願するための伝統的

な行事です。この活動によって、地域はずっと守ら

れているのだと思います。（杉尾社会教育指導員取材） 

 

※他の自治公民館でも同様の取組が行われていると思います。活動情報がありま

したら、ぜひ教育課（32―2369）へお電話ください。  
 

町民ミニバレーボール大会関連  

7 日（火）  町民ミニバレーボール交流大会監督会  

１７日（金）  町民ミニバレーボール交流大会  

              実施最終決定  

２６日（日）  町民ミニバレーボール交流大会  
 

各グループでの意見交換  まとめられた意見の発表  


